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都市交通マスタープラン

集約型都市構造への転換に資する施策体系

土地利用と交通に関する３４
施策メニューの提案
（「持続可能なまちづくり」

の方向性を示す）

【フォローアップの目的】

〇施策の進捗管理・評価

〇施策見直しの必要性が生じた場合の
改善方針の検討

〇国、県、市町及び交通事業者が同一
の方向性で施策を実施するための連携
強化及び情報共有

拠点内居住の促進

適正な土地利⽤コントロール

拠点間連携軸の強化

拠点（交通結節点）へのアクセス性向上

公共交通の利⽤促進

拠点内周遊環境向上

・拠点内の住居を魅力あるものにするとともに、拠点内への居住を促進します。

・拠点内と拠点外の土地利用を分けます。

・拠点と拠点を結ぶ交通を魅力あるものにします。

・一定のサービスを有する交通を確保します。

・拠点内の移動を便利にするための交通を確保します。

・公共交通を将来にわたって維持し、より魅力的な移動を促していきます。 2

香川県が目指すべき都市構造
〇都市計画区域マスタープラン
⇒４０の拠点から成る集約型都市構造を提言
〇高松広域都市圏都市交通マスタープラン
⇒区域マスタープランを踏まえ、パーソントリップ調査の
結果を基に、交通流動の考え方を加味し、施策を体系化。



フォローアップについての仕組み

〇国、県、市町、交通事業者等が同一の方向性で施策実施を目指すための｢仕組みづくり｣

情報共有
●県内の施策実施状況、進捗状況の把握、
●施策や都市構造の評価内容を共有
●アーカイブの蓄積

情報発信
●代表的な取組事例の紹介
●インターネット等で情報を発信する。

【高松広域都市圏都市交通マスタープランフォローアップ委員会】

（都市＋交通）

まちづくりの連携強化・情報共有の場
交通
事業者県

国 市町
県民

情報発信

情報共有
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委員会 勉強会

〇委員会と勉強会の実施により情報の
共有、施策の促進を図る

〇委員会の考え方を、市町の実務者
にフィードバックさせる



4
フォローアップ項目

〇マスタープランでは下記の施策体系を構築しており、これらについてフォローアップする

交通施策

土地利用施策
31. ラ イ フ ス テ ー ジ 変 化 時 の
都心居住優遇措置（補助）

適正な土地利用
コントロール

拠点内居住の促進

34.拠点内の用途地域の設定

1. 新交通システムの導入

21. バス専用レーン化
（広域拠点+広域拠点隣接地域拠点）

20. ことでん本数増便（一部複線化）

9. 拠点内主要駅へのアクセス街路
整備

11. 拠点内主要駅のバリアフリー化

12. バス車両のバリアフリー化

13. 歩道整備

14. 自転車専用道・レーン等整備

15. 広域拠点内交通の確保

6. 駅前広場整備（仏生山駅）

7. P&R・P&BR駐車場整備

5. ことでん新駅整備

18. モビリティマネジメントの実施

29.広域拠点流入規制

30. 広域拠点内駐車対策

16. 拠点内コミュニティサイクル

19. JR運行本数増便（一部複線化）

4. コミュニティバス再編（選択と集中）

3. 路線バス再編（選択と集中）

22. デマンドバス・乗合タクシー等
需要に応じたサービス検討

32.拠点内建築物のリノベーション

17. 鉄道・バス・P&R等間の
共通ICカード化による料金割引ｚ

8. C&R駐輪場の整備

23. JR-ことでん間の乗継強化
（高松駅-高松築港駅）

拠点（交通結節点）
へのアクセス性向上

拠点間連携軸
の強化

公共交通利用促進

拠点内周遊環境
向上

2. 都市計画道路網の整備

27. 道路空間の再編

28. 都心環状道路整備
（広域拠点通過交通抑制）

33.拠点外の土地利用規制

24. 基幹交通軸の結節機能の強化

26. 地域拠点内交通の確保

10. 空港へのアクセス性の向上

施策案
戦略型シナリオ①（既存施策） 戦略型シナリオ②（追加提案施策）

施策体系

25. JR新駅整備

施策推進に資する
主な計画策定状況

〇都市計画マスタープラン

〇公共交通網形成計画 〇防災関連計画

〇立地適正化計画

32-1. 都市機能の向上策
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フォローアップについての頻度

〇下記のようなPDCAサイクルの確立

マスタープランの目標年次・・・平成44年

〇フォローアップの頻度

・進捗管理・・・・１年毎
各事業主体における施策の進捗管理表を基に、毎年の進捗管理結果の情報共有
各事業主体における代表的取組事例の情報発信

・施策評価・・・・５年毎
評価指標の結果を協議し、必要に応じ施策の見直し等を検討する（小さなPDCA)

ＡＣ ＰＤ ＤＰ

5年 5年 5年 5年

計
画
策
定

目
標
年
次

（平
成
44
年
）

Ｃ

ＡＤ

Ｐ

Ｃ

ＡＤ

Ｐ

Ｃ

ＡＤ

Ｐ

小さなＰＤＣＡサイクル

施策実施状況の把握（進捗管理）・情報発信の継続

評価 評価 評価
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勉強会等の実施

（H29.9.13 丸亀市にて実施）

・フォローアップ委員会を実
務者にフィードバック

・既存の取組を活かしなが
ら、柔軟に実施

〇「都市計画フィールドワーク」を実施

・JR丸亀駅を中心とした拠点エリアで、
空き家・空き地に着目したまちあるき
とワーキングを実施
（「拠点内居住の促進」をはかる一つの着
目点として、「都市のスポンジ化」への課題
認識向上を図る）

〇都市交通マスタープラン勉強会

〇第1回勉強会（H28.12実施)
・丸亀市の取組（リノベーションまちづくり）
・西予市の取組（立地適正化計画） 等

〇第2回勉強会(H29.12実施)
・綾川町の取組（都市計画用途地域の検討）
・都市構造に関するワーキング 等
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実施施策に関するアンケート調査を集約
し、｢実施施策一覧表｣に取りまとめた

【資料４-１をご覧下さい】

〇｢実施施策一覧表｣

実施施策一覧

高松市
●拠点内に限定しない

平成27年度より空き家改修等補助制度

平成28年度より老朽危険空き家除却支援補助制度を実施

丸亀市 　　　　 　　　　

街なか活性化推進事業

リノベーションスクール＠丸亀市（11/18～20）の開催

まちづくりトークライブ（8/17,9/19,10/16）の開催

まち歩きイベント（5/8）の開催

リノベーションまちづくり推進事業

H29はリノベーションまちづくり構想会議を開始。リノベー

ションに関する塾を実施。

＊中心市街地の空き店舗等を民間が主体になり利活用し

てまちづくりしていく活動を促進させる取組

丸亀TMO構想で定める中心市街地重点整備区域内にお

いて、空き店舗または空きオフィス等を改装して店舗また

は事業所を開設する事業者に対し、その改装費の一部を

補助する

善通寺市

●拠点内に限定しない

民間住宅リフォーム支援・市内商業活性化事業

市内の施工業者を利用して住宅のリフォームを行う市民の

方に、善通寺市商品券を交付する

観音寺市
●拠点内に限定しない

空き家改修助成事業

さぬき市

●拠点内に限定しない

さぬき市空き家リフォーム支援事業

　空き家バンク登録物件の市内業者による改修工事や家

財道具の処分に係る事業費の1/2を補助（3年間）

※上限：改修工事-100万円、家財道具処分-10万円

●拠点内に限定しない

さぬき市住宅リフォーム支援事業

　市内に所有し、自ら居住している築3年以上の住宅を対

象に、改修費用の1/10(上限20万円）を商品券により補助

する

東かがわ市

●拠点内に限定しない

東かがわ市空き家リフォーム事業補助金

　市内に存在する空き家の有効活用を図り移住定住の促

進及び地域経済の活性化を図る。補助対象事業費の

1/2、上限50万円

三豊市

①●拠点内に限定しない

空き家バンクリフォーム補助金

空き家バンクを通じて売買または賃貸借契約に至った住

宅を地元業者によりリフォームする場合最大100万円を助

成する制度

三豊市

②高瀬町農村環境改善センターにおける社会教育施設へ

の再構築

同施設を農業者用施設から教育施設へ転用するため改

築を行い、公民館として供用する

③旧仁尾町役場における小さな拠点施設への再構築

同施設を改築して、調理室を設置、貸し会議室を多数用意

し、市民センターとして供用開始　新耐震基準を満たさない

仁尾町総合福祉会館・仁尾町公民館を閉鎖

④三豊市危機管理センターへの市役所機能の集約

防災の拠点として三豊市危機管理センターを整備し、併せ

て、これまで分散していた市役所機能の集約を行った

三木町

●拠点内に限定しない

三木へきーまい助成金等交付（リフォーム経費助成、家財

道具等整理助成）

売買契約又は賃貸借契約を結んだ登録物件を改修する

際の工事費の一部を支援、登録物件に残された家財道具

等を処分委託した場合の費用を支援

●拠点内に限定しない

起業促進・空き家改修等補助制度

（移住・定住促進の施策に、平成28年度から新たに起業促

進も追加）

空き家の改修工事、家財道具の処分

多度津町
●拠点内に限定しない

空き家改修補助(香川県空き家バンク制度を活用した物件

に限る）

まんのう町

●拠点内に限定しない

まんのう町空き家リフォーム事業

　空き家のリフォームに要する経費の一部を補助する

（まんのう町空き家等情報登録制度に登録されているもの

に限る）

32.拠点内建築物の
リノベーション

宇多津町

空き家改修費補助

リノベーションまちづくり

シンポジウム

空き家リフォーム補助金

さぬき市住宅リフォーム支援事業

東かがわ市空き家リフォーム事業補助金

①空き家バンクリフォーム補助金

三木へーきまい助成金等交付（リフォーム経費助成、家財道具等整理助成）

起業促進・空き家改修費補助制度

空き家・町家利活用に着目したシンポジウム、まちあるき

空き家改修等補助

街なか活性化推進事

業

②高瀬町農村環境改善センターにおける社

会教育施設（公民館）への再構築

③旧仁尾町役場にお

ける小さな拠点化施

設への再構築

④三豊市危機管理セ

ンターへの市役所機能

民間住宅リフォーム支援

移住促進・空き家改修費補助制度

老朽危険空き家除却支援補助制度

丸亀市空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金

空き家改修補助

リノベーションまちづ

くり推進事業

住宅リフォーム支援事業



8

8

実施したアンケート調査のうち、各市町の代表的な取組について集約し、昨年の
内容と比べ新たな取り組みや、継続的に検討しているものに着目し、施策毎の特
徴的な取組を【資料４ｰ３】に整理した。

〇｢代表的取組事例一覧表｣

代表的取組事例一覧表

【資料４-３をご覧下さい】

マスタープランにおける
施策体系

実施主体 H27の取組 H28の取組 H29の取組 目的（コンセプト）

拠点内居住の促進
丸亀市
（資料4-4)

リノベーションまちづくりシンポジウムの
実施

リノベーションスクール及び関連イベント
の開催
(3回のリノベーションまちづくりライブと1
回のまちあるきイベントの開催)

・立地適正化計画の策定、都市計画マスター
プランの見直し
・リノベーションまちづくり構想策定への取組
・リノベーションまちづくり塾の企画検討

リノベーションまちづくりの推進
（既存ストックを利活用した民間が主体の
まちづくり活動を促進する）

適正な土地利用コントロール
綾川町
(資料4-5)

・都市計画用途地域の検討 ・都市計画用途地域の検討 ・都市計画用途地域の変更 拠点内の都市計画用途地域の指定

・拠点間連携軸の強化
・拠点へのアクセス向上
・公共交通の利用促進

高松市
(資料4-6)

ことでん新駅整備（三条・太田間）に関す
る基本計画策定及び新駅（太田・仏生山
間）基本構想の策定

ことでん新駅（太田～仏生山駅間）基本
計画の策定（継続して策定）

・郊外部のフィーダー交通について、新交通
システム導入の必要性や可能性の調査・検
討実施
・ことでん新駅整備に併せたバス路線の再編
のための調査・検討等実施
・ことでん新駅（太田～仏生山駅間）基本計画
策定（継続して策定）

鉄道新駅の整備と交通結節点の強化及
び交通網の再編成による持続可能な都
市構造への転換

拠点へのアクセス向上
観音寺市
(資料4-7)

コミュニティバス路線再編

コミュニティバスの持続性と利便性の確
保
（バスの各路線間乗り継ぎ強化、他の公
共交通機関等との時間的連結等）

・拠点内周遊環境の向上
・公共交通の利用促進

坂出市
(資料4-8)

坂出市循環バスを核とした総合的なモビ
リティマネジメント
（循環バスの導入及び路線の再編成、公
共交通ＭＰの作成）

循環バスの利便性向上に資するダイヤ
の見直し及び公共交通マップの改訂

・バスからJRに乗り継ぐ公共交通ネット
ワークの強化
・通勤・通学の利便性向上
・財政負担の軽減
・公共交通の利用啓発

施策促進に資する計画策定
高松市
(資料4-9)

都市計画マスタープランの改定に向け
た改定素案の取りまとめ

都市計画マスタープランの改訂（平成２９年
月改定）

コンパクトエコシティ推進に資する都市計
画マスタープランの改定


